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三陸国道事務所

地震による道路防災情報（第２報）

三陸国道事務所では、令和４年３月１６日（水）２３時３６
分、福島県沖を震源とする地震により、災害対策支部（地震）
警戒体制を設置し、三陸道「山田南IC～階上IC」を通行止めし、
道路巡回を行っておりましたが、所管施設に異常が確認されな
かったことから、３月１７日（木）４時２０分に通行止めを解
除し、警戒体制を注意体制に移行します。
※通行は可能ですが、通行には十分注意してください。

１．地震の概要
発生日時：令和４年３月１６日（水） ２３時３６分
震 源 地：福島県沖 最大震度６強

２．三陸国道事務所の体制
令和４年３月１６日（水）２３時３６分 災害対策支部（地震）警戒体制
令和４年３月１７日（木） ４時２０分 災害対策支部（地震）注意体制

３．管内被災箇所
走行に支障となる異常無し。今後、二次点検を実施します。

４．通行止め解除区間
Ｅ４５三陸道 上下線 山田南ＩＣ ～ 階上ＩＣ
※解除時間 １７日（木）４時２０分
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